
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たいへんや。たいへんや。 
 

 
どうしたの︖シュマー君。   
 
 
そやかて、じいちゃんがたいへんなんや。一昨
日、おかしな電話がかかってきたんだんにゃ。 
 
おかしな電話って︖ 

 
じいちゃん宛に、ニャンサギ建設から「当社が
開発している⽼⼈介護ホームの⼊居権当
選のご連絡です」っていう電話がかかってきた
んだにゃ。じいちゃんは元気(げんき)溌剌(は
つらつ)だから「そんなもん要らん」って断ったの。
「それにゃら、他の⼈に譲ってあげてほしい」っ
て言われて、じいちゃん二つ返事で OK した
んだにゃ。 
 
いい⽼⼈介護ホームに⼊るのって順番待
ちらしいね。 
 
そうにゃの。そんな風なこと言われたから、じい
ちゃん「⼈肌脱いだんじゃ」って言ってたにゃ。
ところが、昨日、⽼⼈介護ホームから「じいち
ゃん名義で⼊居⾦ 600 万円が振り込まれ
ましたが、間違いにゃいか」って確認の電話
がかかってきたの。600 万円って聞いて、じい
ちゃん、途端に不安ににゃったみたい。 
 
なるほど。それでどうなったの︖ 
 
ちょうどそこに、ニャンサギ建設から電話があっ
たから「この話は、にゃかったことにして欲しい」
と頼んだんだにゃ。けど「約束を破ると⼊居
⾦を振り込んだ⼈にも迷惑がかかる。迷惑
料として 300 万円を⽀払ってほしい」と言わ
れたんだんにゃ。 
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妙な話だね。そもそも、おじいさんは⽼⼈介
護ホームに申し込みなんて、していないんで
しょ。 

 
じいちゃんは申し込んでにゃいって言ってた。
でも⼈助けになるならと思って OK したみたい
なんだけど、不安ににゃったみたい。 

 
それで断ったら、怖いこと言われたんだよね。 
 
うん。迷惑料払わにゃいなら、裁判する。あ
なたがした名義貸しは犯罪だから、警察に
相談するとかえって、厄介なことににゃるって
脅されたんだにゃ。 
 
シュマー君。これは劇場型勧誘詐欺だと思
うよ。架空の⽼⼈ホームへの⼊居話をでっ
ちあげて、おじいさんの親切⼼につけ込ん
で名義貸しに加担させて、今度はそのこと
を脅かしてお⾦を⽀払わせる⼿⼝だよ。  
 
にゃにゃんと︕詐欺か︕ 
 
そうだね。最近、また、このような⼿⼝が増
えてきてるらしいよ。 
他にも、弁護士や保険会社、警察になり
すましたいろんな⼈が電話をしてきて、混
乱させたり、本⼈からの振込だと証明する
ための費⽤を⽴て替える必要があるだとか、
犯罪に加担したんだから、逮捕されるなどと
言われることもあるらしい。 
 
⼈の好意につけ込んで、だますなんてひどい
にゃ︕ 
 
お⾦は未だ⽀払っていないんでしょ。すぐに、
警察や、消費生活センターに相談するとい
いよ。 
 
わかった。そうするにゃ。ありがとうにゃ。 

発⾏ 東近江市 
市⺠⽣活相談課 
0748-24-5619 
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東近江市消費生活センターへ寄せられた相談状況 
 

市⺠⽣活相談課では、多重債務並びに消費⽣活に関する苦情・問合せ等の相談に応じるため、消費⽣
活相談員による相談窓口「東近江市消費生活センター」を設置しています。当センターでは、市⺠から来所
や電話による相談を受け、助言・あっせん等、消費者⽀援・消費者救済を⾏っています。 
 令和５年度(１⽉末現在)の相談件数は 268 件です。相談の特徴としては、インターネット通販、解約、詐
欺に関する相談が多く寄せられています。中でも、定期購⼊に関する相談が急増しており、インターネット通販
や解約に関する相談が引き続き多く寄せられています。また、「簡単に儲かる」という情報商材や暗号資産の購
⼊トラブルが 20 歳代の若者に増えています。 
 

年度 件数 男 ⼥ 団体等  多い年代(上位) 主な相談内容 

R５※ 268 142 113 13 70 歳以上 
20 歳代  

解約(37),返⾦(25),SNS(24),詐欺(22)
定期購⼊(18),名義冒用(16) 

※2024 年１⽉末現在 
 
 

⾒守り新鮮情報/⼦ども・若者サポート情報（国⺠生活センター提供） 
 
                      
 
 
 
 
 

視聴用 2 次元コード                       視聴用 2 次元コード 

 
 
 
 

 
 
 

格安の排水管高圧洗浄 
サービスのはずが… 
思いがけない高額請求に 

通信販売は 
クーリングオフ 

できません 

その警告画面は偽物 
サポート詐欺に注意 

利⽤していないのに 
⽀払い続けていた︕ 

サブスクの契約に注意 

東近江市民のための消費生活相談窓口 

東近江市消費生活センター  
〒527-8527 東近江市八日市緑町 10－5 （市民生活相談課内） 

  相談専用電話 0748－24－5659 050-5801－5659 

 相談時間    9：00～12：00 13：00～16：00 

 （土・日・祝祭日・年末年始は休み） 


